
目

次

規

則

△

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
一

(

県
法
規
登
載)

告

示

△

一
部
事
務
組
合
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約
の
廃
止

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
二

(

県
法
規
登
載)

△

換
地
計
画
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
三

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知(

九
件)

(
治

山

室)

…
…
…
四

△

保
安
林
予
定
森
林(

二
件)

(
〃

)

…
…
…
六

△

解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知(

二
件)

(
〃

)

…
…
…
七

△

道
路
の
区
域
変
更(

五
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
八

△

道
路
の
供
用
開
始(

二
件)

(

〃

)
…
…
一
〇

△

都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
企
画
室)
…
…
一
〇

△

海
岸
保
全
区
域
の
変
更

(

港
湾
管
理
室)

…
…
一
〇

△

港
湾
隣
接
地
域
の
変
更

(

〃

)

…
…
一
一

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
一
二

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了(

二
件)

(

土
地
改
良
室)

…
…
一
二

△

市
町
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

(

都
市
企
画
室)

…
…
一
二

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

一
二

公
安
委
員
会
公
告

△

技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査(

大
型
二
種
・
普
通
二
種)

一
三

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
四
号)

(

市
町
行
財
政
室)

一

改
正
の
要
旨

県
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
事
務
を
規
定
す
る

な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

規規規

則則則

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
四
号

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則

(

平
成
十
四
年
広
島
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中｢

の
施
行｣

を｢

及
び
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例(

平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
十
七
号
。

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法)

第
七
条

条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送

信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ
の
保
存
の
方
法
に
関
す

る
技
術
的
基
準

(

平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号)

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法
と
す
る
。

(

本
人
確
認
情
報
の
利
用
に
係
る
事
務)

第
八
条

条
例
別
表
第
一
の
四
十
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
雑
誌
は
、
県
が
発
行
す
る
雑
誌
で
あ
っ
て
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
別
表
第
一
の
四
十
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
届
出
又
は
報
告
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号)

第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二

広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

３

条
例
別
表
第
一
の
四
十
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
資
金
は
、
広
島
県
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
付
規
則
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
資
金
と
す
る
。

４

条
例
別
表
第
一
の
四
十
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
届
出
又
は
報
告
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則

(

平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号)

第
十
七
条
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二

広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

５

条
例
別
表
第
一
の
四
十
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
資
金
は
、
広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則

第
一
条
に
規
定
す
る
資
金
と
す
る
。

６

条
例
別
表
第
一
の
四
十
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
資
金
は
、
広
島
県
高
齢
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
規
則

を
廃
止
す
る
規
則

(

平
成
六
年
広
島
県
規
則
第
十
六
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
と
さ
れ
た
広
島
県
高
齢
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
五
十
七
年
広
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
同
規
則
の
施
行
の
日
前
に
貸
付
け
の
決
定

の
あ
っ
た
老
人
居
室
整
備
資
金
と
す
る
。

７

条
例
別
表
第
一
の
四
十
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
資
金
は
、
広
島
県
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
規
則

を
廃
止
す
る
規
則

(

平
成
六
年
広
島
県
規
則
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

廃
止
規
則｣

と
い

う
。)

に
よ
る
廃
止
前
の
広
島
県
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
規
則

(
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
七

十
一
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
廃
止
規
則
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
広
島
県
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
規
則
第
一
条
に

規
定
す
る
資
金
と
す
る
。

８

条
例
別
表
第
一
の
四
十
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
貸
付
け
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号)
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

二

広
島
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
広
島
県
規
則
第

六
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

改
正
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
改
正
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
規
則
第
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

９

条
例
別
表
第
一
の
四
十
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
審
査
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
表
彰
を
受
け
る
者

(

候
補
者
を
含
む
。)

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
確
認
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

(

本
人
確
認
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務)

第
九
条

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号)

第
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
誓
約
書
の
提
出
の
受
付
又
は
こ
れ
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

二

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

(

第
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
住
所
変
更
等
の
届
出
の
受
付
又
は
こ
れ
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査

２

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
届
出
は
、
勤
労
青
少
年
の
高
等
学
校

(

中

等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程

(

学
校
教
育
法

(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
広
域
の
通
信
制
の
課
程
を
含
む
。
以

下
同
じ
。)

へ
の
修
学
を
促
進
し
、
教
育
の
機
会
均
等
を
拡
充
す
る
た
め
、
県
内
の
高
等
学
校
定
時
制
課

程
及
び
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る
者
と
し
て
修
学
奨
励
金
を
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
が
行
う
届
出
で
あ
っ

て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
修
学
奨
励
金
は
、
勤
労
青
少
年
の
高
等
学

校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
へ
の
修
学
を
促
進
し
、
教
育
の
機
会
均
等
を
拡
充
す
る
た
め
、
県
内
の

高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る
者
に
対
し
て
修
学
奨
励
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
別
表
第
二
教
育
委
員
会
の
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
奨
学
金
は
、
旧
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置

法

(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
改
善
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
た
同
条
に

規
定
す
る
対
象
地
域
に
居
住
す
る
者
又
は
そ
の
関
係
者
で
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
又
は
短

期
大
学
に
進
学
す
る
能
力
を
も
ち
、
将
来
社
会
に
お
い
て
有
為
な
人
材
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
な
が
ら
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
進
学
後
修
学
が
困
難
な
者
に
対
し
て
修
学
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
奨

学
金
と
し
て
貸
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
五
十
七
年
七
月
二
十
六
日
に
定
め
た
山
県
西
部
消
防
組
合
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の

委
託
に
関
す
る
規
約
を
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成19年 2月22日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 8号

2

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
原
市

所
在
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
、
三
原
市
長

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十

九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成19年 2月22日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 8号

3

船
木

大

字

上

欄

栗
ヶ
坪

行
成

狐
垣
内

東
矢
原

大
門

西
矢
原

大
根 字

字
大
根
四
二
三
八
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の

一
部

四
一
四
七
の
一
部
、
四
一
四
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
八
二
の
一
部
、
四
二
八
三
の
一
の
一
部
、
四
二
八
三
の
二
、

四
二
八
四
の
一
部
、
四
三
一
八
の
一
部
、
四
三
一
九
の
一
部
、

四
三
二
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
並
び
に
四
三
三
五
の
一
部
、
字
大

根
四
二
六
〇
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地

の
全
部

四
三
三
五
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
三
三
六
の
一
部
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地

の
全
部

四
四
〇
七
の
一
部
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る

市
有
地
の
全
部
並
び
に
字
西
矢
原
四
四
〇
五
の
一
部
に
隣
接
す

る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
四
〇
七
の
一
部
、
字
東
矢
原
四
三
四
九
の
一
部
、
四
三
五
一
、

四
三
五
二
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

四
三
六
五
の
一
部
、
四
三
六
六
の
一
の
一
部
、
四
三
六
六
の
二

の
一
部
、
四
三
六
七
の
一
部
、
四
三
八
七
の
一
部
、
四
三
八
八

の
一
部
、
四
三
九
二
の
一
部
、
四
三
九
四
・
四
三
九
五
、
四
四

〇
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水

路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
並
び
に
四
三
六
七
の
一
部
に
隣
接
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
五
七
の
一
部
、
四
二
五
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

地

番

船
木

大

字

下

欄

大
根

西
矢
原

東
矢
原 字

山
根

有
清

栗
ヶ
坪

山
根

西
中
倉

行
成

狐
垣
内

山
根

大
根

栗
ヶ
坪

大
根

栗
ヶ
坪

大
根

四
一
八
四
、
四
一
八
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
一
七
四
の
一
部
、
四
一
七
五
の
一
部
、
四
一
八
〇
の
一
部
、

四
一
八
一
の
一
部
、
四
一
八
二
の
一
部
、
四
一
八
三
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
一
〇
の
一
部
、
四
二
一
二
の
一
部
、
四
二
一
三
か
ら
四
二

一
六
ま
で
、
四
二
一
六
の
一
の
一
部
、
四
二
一
九
の
一
部
、
四

二
二
三
の
一
部
、
四
二
二
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
一
八
五
の
一
部
、
四
一
九
二
、
四
一
九
四
、
四
一
九
六
か
ら

四
一
九
九
ま
で
、
四
二
〇
一
・
四
二
〇
二
、
四
二
〇
三
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市

有
地
の
全
部

四
〇
六
〇
の
一
部
、
四
〇
六
一
の
一
部
、
四
〇
七
一
の
一
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地

の
全
部

四
一
二
六
の
一
部
、
四
一
二
七
・
四
一
二
八
・
四
一
二
九
の
一

部
、
四
一
三
〇
の
一
部
、
四
一
四
四
・
四
一
四
五
の
一
部
、
四

一
四
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並
び
に
四
一
三
〇
の
一
部
、
四
一

三
一
、
四
一
三
二
の
一
、
四
一
三
二
の
三
、
四
一
三
二
の
四
、

四
一
三
三
の
一
、
四
一
三
五
の
一
、
四
一
四
〇
の
三
に
隣
接
す

る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

四
二
八
八
の
三
、
四
二
九
六
、
字
山
根
四
二
〇
九
に
隣
接
す
る

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
〇
三
の
一
部
、
四
二
〇
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す

る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
三
八
の
一
部
、
四
二
三
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
二
五
の
一
部
、
四
二
二
八
の
一
部
、
四
二
三
〇
の
一
部
、

四
二
三
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路

で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
三
八
の
一
部
、
四
二
四
二
の
一
部
、
四
二
四
三
の
一
部
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有

地
の
全
部

四
二
三
五
の
一
部
、
四
二
三
六
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

四
二
三
九
の
一
部
、
四
二
四
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

西
中
倉

有
清

栗
ヶ
坪

行
成

狐
垣
内

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
作
木
町
香
淀
字
日
南
川
三
○
九
、
三
一
一
、
三
一
五
、
字
神
田
三
七
七
の
一
、
三
七
八
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
日
南
川
三
○
九
・
三
一
一
・
三
一
五
・
字
神
田
三
七
七
の
一
・
三
七
八
の
一

(

以
上
五
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
布
野
町
上
布
野
字
松
ケ
日
南
四
七
三
の
一
、
四
七
三
の
三
、
四
七
三
の
四
、
字
惣
敷
四
七
五
の

一
、
四
七
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
松
ケ
日
南
四
七
三
の
一
・
四
七
三
の
三
・
四
七
三
の
四
・
字
惣
敷
四
七
五
の
一
・
四
七
六
の
一

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
吉
舎
町
三
玉
字
日
暮
目
一
九
の
一
、
二
○
、
二
一
、
二
四
、
字
川
隅
二
五
の
一
、
二
六
の
四
、

二
九
、
二
七

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢
次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

平成19年 2月22日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 8号
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(定期)



広
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
西
区
井
口
四
丁
目
五
七
二
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
町
大
字
小
深
川
字
小
野
原
七
六
四
の
一
、
七
六
七
の
一
、
七
六
八
、
七
六
九
、

七
七
八
、
七
七
九
、
八
〇
五
、
八
〇
六
、
字
片
山
三
三
二
、
三
三
三
、
三
三
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
小
野
原
七
六
四
の
一
・
七
六
七
の
一
・
七
六
八
・
七
六
九
・
七
七
八
・
七
七
九
・
八
〇
五
・
八

〇
六
・
字
片
山
三
三
三
・
三
三
五

(

以
上
十
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
三
三
二

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
毛
木
字
立
野
七
〇
六
、
七
〇
七
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
立
野
七
〇
六
・
七
〇
七
の
二

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣
及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安
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林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

廿
日
市
市
吉
和
字
駄
荷
一
二
九
〇
、
一
三
〇
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
駄
荷
一
二
九
〇
・
一
三
〇
〇

(
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
廿
日
市
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
白
木
町
大
字
三
田
字
下
野
原
九
八
一
か
ら
九
八
三
ま
で
、
一
〇
〇
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
下
野
原
九
八
一
か
ら
九
八
三
ま
で
・
一
〇
〇
二

(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
町
大
字
下
町
屋
字
大
地
二
六
、
四
〇
、
四
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
地
二
六
・
四
〇

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
四
一

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森

林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
し
た
。
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平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
芸
区
矢
野
町
字
西
崎
平
一
五
、
一
六
、
字
郷
永
六
九
の
二
、
七
〇
の
一
、
八
一
、
八
三
の
二
、

八
四
、
字
北
尾
甲
三
五
四
五
、
字
観
音
谷
三
七
七
五
、
三
七
七
六
、
三
七
七
九
、
三
七
八
一
、
三
七
八
五

の
二
、
三
七
八
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
西
崎
平
一
五
・
一
六
・
字
郷
永
六
九
の
二
・
七
〇
の
一
・
八
一
・
八
三
の
二
・
八
四
・
字
北
尾

甲
三
五
四
五
・
字
観
音
谷
三
七
七
五
・
三
七
七
六
・
三
七
七
九
・
三
七
八
一
・
三
七
八
五
の
二
・
三

七
八
六

(

以
上
十
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森

林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
芸
区
中
野
町
字
上
鍋
倉
七
二
三
の
一
、
七
二
三
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
上
鍋
倉
七
二
三
の
一
・
七
二
三
の
三

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
保
安
林
を
解

除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
天
津
積
一
九
の
八
三

(

国
有
林)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
保
安
林
を
解

除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
天
津
積
一
九
の
八
四

(

国
有
林)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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広
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

勝
田
吉
田
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

本
郷
停
車
場
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

瀬
野
川
福
富
本
郷
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次
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安
芸
高
田
市
八
千
代
町
土
師
字
湯
船
九
二
一
番
一
地
先
か

ら安
芸
高
田
市
八
千
代
町
土
師
字
湯
船
九
二
七
番
一
地
先
ま

で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
一
・
三
〇
〜

四
三
・
五
〇

三
・
〇
〇
〜
五
・

〇
〇

一
一
・
三
〇
〜

四
三
・
五
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
一
五
・
〇
〇

一
八
七
・
一
六

二
一
五
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

解
除

不
用
物
件
延
長

一
五
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

備

考

三
原
市
本
郷
町
字
北
市
裏
五
一
九
三
番
一
地
先
か
ら

三
原
市
本
郷
町
字
新
市
五
〇
七
八
番
三
地
先
ま
で

三
原
市
本
郷
町
字
国
行
一
〇
八
六
番
一
一
地
先
か
ら

三
原
市
本
郷
町
字
北
市
裏
五
一
九
三
番
一
地
先
ま
で

三
原
市
本
郷
町
字
円
光
寺
沖
一
四
三
一
番
三
地
先
か
ら

三
原
市
本
郷
町
字
北
市
裏
五
一
九
三
番
一
地
先
ま
で

三
原
市
本
郷
町
字
円
光
寺
沖
一
四
三
一
番
三
地
先
か
ら

三
原
市
本
郷
町
字
新
市
五
〇
七
八
番
三
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
七
・
〇
〇
〜

四
九
・
〇
〇

二
〇
・
五
〇
〜

二
九
・
〇
〇

四
・
七
〇
〜
九

・
八
〇

四
・
七
〇
〜
五

・
五
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
七
〇
・
五
〇

一
〇
七
・
〇
〇

九
二
五
・
〇
〇

八
一
五
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

備

考

三
原
市
本
郷
町
字
新
市
五
〇
七
九
番
五
地
先
か
ら

三
原
市
本
郷
町
字
新
市
五
〇
七
八
番
三
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
九
・
〇
〇
〜

三
四
・
〇
〇

九
・
〇
〇
〜
二

二
・
五
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

七
二
・
〇
〇

七
二
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

(定期)



の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

三
次
高
野
線

三

道
路
の
区
域

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

庄
原
作
木
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

三
次
高
野
線

三

道
路
の
区
域
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庄
原
市
口
和
町
大
月
字
上
郷
一
四
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
上
郷
一
四
番
一
地
先
ま
で

新 旧

一
六
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

四
〇
・
〇
〇

四
〇
・
〇
〇

拡
幅

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
原
畑
五
七
七
番
九
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
上
郷
一
四
番
一
地
先
ま
で

新 旧

六
・
〇
〇
〜
二

一
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜

五
三
・
〇
〇

六
・
〇
〇
〜
二

一
・
〇
〇

九
七
〇
・
〇
〇

九
二
〇
・
〇
〇

九
七
〇
・
〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

一
部
拡
幅

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
原
畑
六
四
〇
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
原
畑
五
七
七
番
九
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
一
・
〇
〇
〜

三
〇
・
〇
〇

六
・
九
〇
〜
一

三
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
六
〇
・
〇
〇

一
六
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅

県
道
庄
原
作
木

線
と
重
複

備

考

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
稲
干
場
五
七
六
番
三
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
稲
干
場
五
七
二
番
二
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
一
・
〇
〇
〜

三
八
・
〇
〇

六
・
九
〇
〜
二

六
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
〇
〇
・
〇
〇

二
〇
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅

県
道
三
次
高
野

線
と
重
複

備

考

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
火
室
一
四
二
番
九
地
先
か
ら

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
火
室
一
四
二
番
九
地
先
ま
で

新 旧

一
〇
・
〇
〇
〜

七
一
・
〇
〇

六
・
八
〇
〜
八
・

〇
〇

一
八
三
・
〇
〇

一
九
〇
・
〇
〇

拡
幅

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
中
井
杤
一
五
九
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
火
室
一
四
二
番
九
地
先
ま
で

新 旧

六
・
八
〇
〜
七
・

八
〇

三
〇
・
〇
〇
〜

六
六
・
〇
〇

六
・
八
〇
〜
七
・

八
〇

八
八
・
〇
〇

一
〇
一
・
〇
〇

八
八
・
〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

庄
原
市
口
和
町
竹
地
谷
字
柄
松
山
三
〇
七
番
三
地
先
か
ら

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
中
井
杤
一
五
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
五
・
五
〇
〜

一
八
二
・
五
〇

五
・
六
〇
〜
四

三
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

七
二
一
・
〇
〇

八
二
六
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
庄
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
庄
原
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
二
号
駅
前
新
庄
線
を
変
更
し
た
。

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
は
、
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

海
岸
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
広
島
県

告
示
第
千
二
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

海
岸
名

広
島
港

二

地
区
海
岸
名

西
似
島
地
区

三

地
先
海
岸
名

家
下

四

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
五
三
ま
で
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
五
三
か
ら
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域
。

五

点
の
位
置(

基
点
の
標
示
角
度
は
真
北
に
よ
る)

基
準
点

二
等
三
角
点｢

似
ノ
島｣

広
島
市
南
区
似
島
町
似
島
国
有
林(

北
緯
三
四
度
一
九
分
〇
九
秒
、

東
経
一
三
二
度
二
六
分
二
四
秒
、
標
高
二
七
八
、
一
二
メ
ー
ト
ル)

基
点
一

基
準
点
か
ら
二
六
八
度
の
方
向
六
七
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
四
二
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
五
四
度
の
方
向
一
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
六
八
度
の
方
向
一
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
七
六
度
の
方
向
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
八
〇
度
の
方
向
六
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
八
〇
度
の
方
向
三
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
一
四
度
の
方
向
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
四
四
度
の
方
向
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
二
三
四
度
の
方
向
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
一
八
一
度
の
方
向
六
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
一
九
三
度
の
方
向
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
一
六
六
度
の
方
向
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
一
四
二
度
の
方
向
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
一
六
〇
度
の
方
向
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点
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県
道
庄
原
作
木

線 県
道
三
次
高
野

線 路

線

名

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
稲
干
場
五
七
六
番
三
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
稲
干
場
五
七
二
番
二
地
先
ま
で

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
原
畑
六
四
〇
番
一
地
先
か
ら

庄
原
市
口
和
町
大
月
字
上
郷
一
四
番
一
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
二
月
二

二
日

供
用
を
開
始
す
る
日

県
道
三
次
高
野

線 路

線

名

庄
原
市
口
和
町
竹
地
谷
字
柄
松
山
三
〇
七
番
三
地
先
か
ら

庄
原
市
高
野
町
下
門
田
字
中
井
杤
一
五
九
番
一
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
二
月
二

二
日

供
用
を
開
始
す
る
日

(定期)



基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
一
一
七
度
の
方
向
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
一
八
一
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
一
八
三
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
一
七
六
度
の
方
向
二
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
一
八
二
度
の
方
向
三
三
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
一

基
点
二
〇
か
ら
一
九
九
度
の
方
向
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
一
六
四
度
の
方
向
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
二
五
七
度
の
方
向
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
三
三
〇
度
の
方
向
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
一
九
九
度
の
方
向
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
二
一
四
度
の
方
向
七
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
三
〇
九
度
の
方
向
三
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
二
二
九
度
の
方
向
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
一
八
五
度
の
方
向
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
〇

基
点
二
九
か
ら
二
五
二
度
の
方
向
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
一

基
点
三
〇
か
ら
二
四
九
度
の
方
向
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
二

基
点
三
一
か
ら
三
三
四
度
の
方
向
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
三

基
点
三
二
か
ら
二
四
九
度
の
方
向
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
四

基
点
三
三
か
ら
三
〇
七
度
の
方
向
四
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
五

基
点
三
四
か
ら
二
三
二
度
の
方
向
一
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
六

基
点
三
五
か
ら
一
九
〇
度
の
方
向
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
七

基
点
三
六
か
ら
三
〇
三
度
の
方
向
一
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
八

基
点
三
七
か
ら
三
〇
三
度
の
方
向
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
九

基
点
三
八
か
ら
四
四
度
の
方
向
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
〇

基
点
三
九
か
ら
一
二
七
度
の
方
向
五
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
一

基
点
四
〇
か
ら
七
四
度
の
方
向
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
二

基
点
四
一
か
ら
一
七
度
の
方
向
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
三

基
点
四
二
か
ら
六
九
度
の
方
向
八
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
四

基
点
四
三
か
ら
一
五
八
度
の
方
向
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
五

基
点
四
四
か
ら
六
八
度
の
方
向
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
六

基
点
四
五
か
ら
四
六
度
の
方
向
一
四
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
七

基
点
四
六
か
ら
一
九
度
の
方
向
九
十
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
八

基
点
四
七
か
ら
三
五
九
度
の
方
向
五
十
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四
九

基
点
四
八
か
ら
一
一
度
の
方
向
五
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五
〇

基
点
四
九
か
ら
三
三
六
度
の
方
向
七
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五
一

基
点
五
〇
か
ら
一
度
の
方
向
九
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五
二

基
点
五
一
か
ら
三
二
九
度
の
方
向
一
四
三
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五
三

基
点
五
二
か
ら
一
度
の
方
向
一
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

広
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
十
年

広
島
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号
で
指
定
し
た
広
島
港
広
島
地
区

(

そ
の
七)

の
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と
お

り
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
港
港
湾
管
理
者

広
島
県

代
表
者

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
三
七
ま
で
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
最
大
高
潮
時
の
水
際
線
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
区
域
。

二

点
の
位
置

(

基
点
の
標
示
角
度
は
真
北
に
よ
る)

基
準
点

二
等
三
角
点｢

似
ノ
島｣

広
島
市
南
区
似
島
町
似
島
国
有
林(

北
緯
三
四
度
一
九
分
〇
九
秒
、

東
経
一
三
二
度
二
六
分
二
四
秒
、
標
高
二
七
八
、
一
二
メ
ー
ト
ル)

基
点
一

基
準
点
か
ら
二
六
八
度
の
方
向
六
七
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二

基
点
一
か
ら
四
二
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
五
四
度
の
方
向
一
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
六
八
度
の
方
向
一
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
七
六
度
の
方
向
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
八
〇
度
の
方
向
六
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
八
〇
度
の
方
向
三
九
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
一
四
度
の
方
向
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
四
四
度
の
方
向
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
二
三
四
度
の
方
向
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
一
八
一
度
の
方
向
六
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
一
九
三
度
の
方
向
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
一
六
六
度
の
方
向
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
一
四
二
度
の
方
向
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
一
六
〇
度
の
方
向
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
一
一
七
度
の
方
向
六
メ
ー
ト
ル
の
点
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基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
一
八
一
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
一
八
三
度
の
方
向
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
一
七
六
度
の
方
向
二
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
一
八
二
度
の
方
向
三
三
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
一

基
点
二
〇
か
ら
一
九
九
度
の
方
向
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
一
六
四
度
の
方
向
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
二
五
七
度
の
方
向
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
三
三
〇
度
の
方
向
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
一
九
九
度
の
方
向
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
二
一
四
度
の
方
向
七
一
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
三
〇
九
度
の
方
向
三
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
二
二
九
度
の
方
向
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
一
八
五
度
の
方
向
八
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
〇

基
点
二
九
か
ら
二
五
二
度
の
方
向
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
一

基
点
三
〇
か
ら
二
四
九
度
の
方
向
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
二

基
点
三
一
か
ら
三
三
四
度
の
方
向
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
三

基
点
三
二
か
ら
二
四
九
度
の
方
向
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
四

基
点
三
三
か
ら
三
〇
七
度
の
方
向
四
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
五

基
点
三
四
か
ら
二
三
二
度
の
方
向
一
七
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
六

基
点
三
五
か
ら
一
九
〇
度
の
方
向
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
三
七

基
点
三
六
か
ら
三
〇
三
度
の
方
向
一
八
メ
ー
ト
ル
の
点

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

庄
原
市
所
在
の
東
城
地
区

(

目
黒
・
加
谷
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
業
用
道
路
整
備
事
業)

の
工

事
が
平
成
六
年
十
一
月
十
四
日
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

庄
原
市
所
在
の
東
城
地
区

(

持
丸
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
業
用
道
路
整
備
事
業)

の
工
事
が
平

成
十
二
年
九
月
十
一
日
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
市
か
ら
広
島
圏
都
市
計
画(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
計
画)

道
路

三
・

六
・
六
〇
八
号
中
野
瀬
野
線
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当

該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

17号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の
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特
定
非
営
利
活
動

法
人
み
ら
い

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

武
田

佳
浩

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
南

区
旭
二
丁
目
六
番

五
号 主

た
る
事
務
所

の

所

在

地

こ
の
法
人
は
、
障
害
を
も
つ
人

(

以
下｢

障
害
者｣

と
い
う
。)

に

対
し
て
、
地
域
で
自
立
し
た
生
活

を
営
ん
で
い
く
た
め
に
必
要
な
事

業
を
行
い
、
福
祉
の
増
進
を
図
り
、

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
九
年
二
月

一
三
日

申
請
年
月
日

(定期)



で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

19年
２
月

22日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

25号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号

。以
下
｢法
｣
と
い
う
)
第

99条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び

第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施
す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規

則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う
。)

第
２
条
及
び
第

10条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
２
月

22日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査
(大
型
二
種
・
普
通
二
種
)

２
審
査
の
期
日

平
成

19年
３
月

23日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

法
第

99条
の
２
第
４
項
第
２
号
及
び
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第
４
条
及
び
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
又
は
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

カ
住
民
票
(本
籍
記
載
の
も
の
)

１
通

キ
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又
は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
有
し
て
い
る
者
は
そ
の
写
し

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

19年
３
月

16日

平成19年 2月22日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 8号
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6S
1434

検
定

番
号

告
示
の
日

(平
成

19年
２
月

22
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

ア
ク
ア
ビ

ーナ
ス
－

30 型
式
名

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
石
橋
保
彦

(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



日

号
外

ペ
ー
ジ

〇

規

則

��
広
島
県
人
口
移
動
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

���

��
優
良
住
宅
新
築
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
及
び
優
良
宅
地
造
成
認
定
事
務
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
〃

��
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃�

��
広
島
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
140�

〇

訓

令

��
広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

��
140��

〇

告

示

���
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

�
129�

���
解
除
予
定
保
安
林

�
〃

���
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

�
〃

���
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

〃�

���
臨
時
種
畜
検
査
の
結
果
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
種
畜

〃�

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
整
備
事
業
の
工
事

の
開
始

〃

〃

���
建
築
士
を
対
象
と
す
る
講
習
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
指

定

〃

〃

���
公
有
水
面
埋
立
て
の
竣
し
ゅ
ん
功
の
認
可

〃

133�

���
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

の
概
要

��
〃

���
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
整
備
事
業
の
工
事

の
完
了

〃�

���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

��� ���
保
安
林
の
指
定
の
解
除

〃

〃

���
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

���
〃

〃�

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃�

���
定
例
県
議
会
の
招
集

〃

134�

���
平
成
六
年
広
島
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号(

広
島
県
人
口
移
動
統
計
調
査
の
目

的
、
期
間
な
ど)

の
全
部
を
改
正
す
る
告
示

���

���
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
加
入
区
の
変
更

〃�

���
公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

���
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
標
準
価
格
の
判
定

〃

136�

���
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

��
〃

���
平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号(

平
成
十
八
年
度
地
籍
調
査
事
業

計
画)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

〃

〃

���
〃

〃�

���
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
専
決
処
分
し
た
予
算

���

���
〃

〃�

���
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
の
許
可
、
卸
売
業
務
の
許
可
及
び
地
方
卸
売
市
場
の
廃

止
の
許
可

〃

〃

���
保
安
林
の
指
定
の
解
除

〃

〃
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���
平
成
八
年
広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号(

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
施
設)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

���

���
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号(

騒
音
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
告
示
第
五
十
八
号(

振
動
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
変
更
許

可
申
請
の
概
要

〃

〃

���
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

〃�

���
〃

〃

〃

���
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
処
分

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
一

般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審

査
の
申
請
手
続
等

��
139�

���
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
測
量
、
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等

〃

〃�

〇

公

告

一
般
競
争
入
札

�
128�

〃

〃

〃�

技
能
検
定
試
験(

後
期)

の
実
施

〃

〃�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

��

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出

〃

〃

土
地
改
良
区
の
解
散
の
認
可

〃�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

一
般
競
争
入
札

〃

130�

徴
税
吏
員
証
等
の
無
効

��

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

〃

〃

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

〃

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

〃

〃

〃

〃�

〃

〃�

〃

〃�

〃

〃

〃

〃

〃��

〃

〃��

〃

〃

〃

〃

〃��
〃

〃

〃

〃

〃��

〃

〃��

〃

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃��

〃

〃

〃

一
般
競
争
入
札

〃

133�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

���

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

〃

〃

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

〃�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
県
の
意
見

���

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

土
地
改
良
区)

〃

〃

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

���

都
市
計
画
の
変
更
の
案

〃�

財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
の
平
成
十
七
年
度
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況���

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

〃�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
町
の
意
見
の
概
要

〃

〃

〃

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

一
般
競
争
入
札

��
137�

〃

��
138

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

���

〃

〃�

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
樹
立

〃

〃

都
市
計
画
の
変
更
の
案

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可(

土
地
改
良
区)

〃�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出���

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
樹
立

〃�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

一
般
競
争
入
札

��
139��

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

広
島
県
立
美
術
館
の
休
館
及
び
開
館

���

〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

��
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送

設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

��

平成19年 2月22日 (木曜日)
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��
参
議
院
広
島
県
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

〃�

��
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一

般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

〃

〃

��
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
内
容
の
変
更

���

��
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
の
変
更

〃

〃

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

��
135

〃

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

〃

〃

〃

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

〃

〃

〃

〇

人
事
委
員
会
規
則

��
世
羅
郡
世
羅
町
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

���

〇

人
事
委
員
会
告
示

�
広
島
県
職
員
採
用
試
験(

大
学
卒
業
程
度)

の
結
果
に
基
づ
く
広
島
県
職
員
採

用(

大
学
卒
業
程
度)

試
験
候
補
者
名
簿
及
び
広
島
県
職
員
採
用
選
考
資
格
認

定(

大
学
卒
業
程
度)

試
験
合
格
者
名
簿
の
確
定
及
び
第
二
次
試
験
受
験
番
号�

131�

〇

人
事
委
員
会
公
告

身
体
に
障
害
の
あ
る
人
を
対
象
と
し
た
広
島
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施�
132�

〇

公
安
委
員
会
告
示

��
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

��

��
〃

���

��
指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
変
更
の
公
示

〃

133�

��
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
受
け
た
者
の
代
表
者
の
変
更
の
公
示

〃

〃�

��
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

���

��
〃

���

��
〃

���

��
〃

���

��
〃

��
〃

��
〃

���

〇

公
安
委
員
会
公
告

��
技
能
検
定
員
・
教
習
指
導
員
審
査(

大
型
二
種
・
普
通
二
種)

の
実
施���

��
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

��
138�

〇

監
査
委
員
公
表

八
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

���
〇

正

誤

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
六
十
三
号
中
広
島
県

告
示
第
七
百
九
十
六
号
の
訂
正

��

平
成
十
八
年
九
月
七
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
六
十
七
号
中
広
島
県
公
告

の
訂
正

���

平成19年 2月22日 (木曜日)
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